
平成30年11月27日 

 

農林水産省 

 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基

づく割当ての再受付について 

 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づく関税

割当ての再申請登録申込については、以下のとおりとします。 

なお、先に実施（平成30年11月16日から同年11月22日）した期間に登録した申請者につ

いては、登録フォームによる登録はできませんので、ご注意ください。 

 

１ 再申請登録申込の有無 

（単位：トン） 

品目名 再受付の有無 再割当て枠 

混合物及び練り生地並びにケーキミックス 有 １，４８５ 

 

２ 再申請登録申込受付期間 

ア 受付期間：平成30年11月28日午前10時から平成30年12月４日午後４時まで 

イ 受付方法：当省ウェブサイト上の登録フォーム 

 

 

 

                    

お問い合わせ先 

政策統括官付貿易業務課 

担当者：麦類需給班 伊藤 

          濵口 

          芦田 

代表:03-3502-8111（内線5012） 

ダイヤルイン：03-6744-1253 

 


